
 

 
 

 

第 17 回環境回復検討会資料 

「除去土壌の処分に関する検討チーム」の設置について 

 

 

１．目的 

除染等の措置に伴い生じた除去土壌については、放射性物質汚染対処特措法に基づい

て定められる基準に従って、除染実施者等により処分することが義務付けられており、

これまでに蓄積された科学的知見、除去土壌の濃度や保管量の実態、地域の実情等を踏

まえて、所要の基準等を作成することが求められている。 

除去土壌の処分（埋設）に関する安全確保については、平成 23 年 6 月に原子力安全

委員会より、原子炉等規制法に基づく第二種廃棄物埋設の事業として示された処分方法

（トレンチ、ピット、余裕深度処分）の安全評価の考え方等を踏まえた当面の考え方1が

示されている。 

一方、原子力規制委員会の下に設置された廃棄物埋設の放射線防護基準に関する検討

チームにおいては、原子力施設に係る規制基準の整備に当たって、国際基準との整合性

を図りつつ最新の知見を取り込むこととし、現在、廃棄物の埋設に係る放射線防護基準

等についても検討が進められている。 

これらの状況を踏まえ、除染等の措置に伴い生じた除去土壌の処分（埋設）に関す

る安全確保の考え方や基準等について検討することを目的として、環境回復検討会の

下に「除去土壌の処分に関する検討チーム」（以下「検討チーム」という。）を設置す

る。 

なお、福島県内の除染等の措置により生じた除去土壌に関して、国は中間貯蔵を行

うために必要な施設を整備し、中間貯蔵開始後 30 年以内に福島県外で最終処分を完了

するために必要な措置を講ずるものとされており、最終処分の方向性の検討等の取組

も別途進めることとしている。このため、検討チームでは、福島県外の除染等の措置

により生じた除去土壌を念頭に検討を行う。 

 

 ２．検討事項 

   福島県外の除染等の措置により生じた除去土壌を対象として、以下の事項について

検討する。 

（１）除去土壌の処分（埋設）に関する安全確保の考え方 

（２）除去土壌の処分（埋設）に係る基準 

 （３）その他除去土壌の保管・処分（埋設）に係る事項 

 

 ３．委員 

  検討チームの委員は別紙のとおりとする。 

 

４．今後の予定 

平成 29 年から検討を開始し、検討事項について取りまとめる。 

                                                   
1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の

当面の考え方について（平成 23 年 6 月 3 日、原子力安全委員会） 
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